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令和５年 豊後大野市教育委員会 ８月定例会 議事録 
 

１ 開催日時 

令和５年８月28日月曜日  午前９時00分開会 午前10時50分閉会（１時間50分） 

  

２ 開催場所 

豊後大野市役所 ２階 教育委員会室 

 

３ 出 席 者  

委 員    ４名中４名出席 

（出席委員等） 

教 育 長 下  田     博 

１番委員 三  浦  絵里奈 

２番委員     妻 城 久 子 

３番委員 江  嶋  真朋子（教育長職務代理者） 

４番委員 渡  部     稔 

 

事務局    ５名出席 

（出 席）  

教 育 次 長 後 藤 樹 代 文 

学校教育課長 日 浦 賢 一 

社会教育課長兼図書館長 岡 部  司 

学校給食共同調理場長 赤  嶺  真  一（学校教育課参事 兼） 

資 料 館 長 高  野  弘  之（社会教育課参事 兼） 

 

書 記    １名出席 

学校教育課課長補佐兼教育総務係長  衛  藤  幸  司 

 

４ 諸報告 

教育長報告 

   各課報告 

 

５ 付議事項等 

議事案件 

議案第44号 豊後大野市内遺跡調査指導委員の委嘱について 

 

６ 会議の概要 

○出席者報告 

後藤教育次長 

 

 

 

それでは、委員の皆さんお揃いですので、出席者の報告をさせていただきます。出席

委員４名、教育長、教育委員会事務局は５名の出席です。本日は、議事案件１件をご

提案させていただきます。また、その他で５件の確認をお願いいたします。尚、定例会

終了後、資料館の見学を行いますので、よろしくお願い致します。それでは、下田教
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１ 開 会 

 

２ 前回議事録の承認 

 

３ 議事録署名委員の指名 

 

４ 会期の決定 

 

５ 諸報告 

(１) 教育長報告 

 

(２) 各課報告 

育長、お願いいたします。 

下田教育長 おはようございます。それでは、ただいまより令和５年８月定例会を開会いたします。                                    

(午前９時開会)  

下田教育長 

 

 

 

 

全委員 

 

下田教育長 

 

 

全委員 

 

下田教育長 

それでは、会議規則第六条第一項第２号の規定に基づき、７月 31 日開催の７月定例

会並びに８月 16日開催の第４回臨時会の議事録の承認を求めます。議事録は、事前

に送付いたしましたので、説明を省き、承認手続きをいたします。議事録についてご

質問を受けたいと思いますが、何かございますか。 

 

… 委員一同質問なし … 

 

よろしいですか。それでは７月定例会並びに第４回臨時会の議事録を承認することに

異議ありませんか。 

 

… 委員一同異議なし … 

 

異議なしと認め、承認します。 

下田教育長 

 

 

三浦絵里奈委員 

続いて会議規則第十七条第二項の規定に基づき、本会議の議事録署名委員の指

名を行います。１番三浦絵里奈委員を指名します。 

 

… 指名委員の了承 … 

下田教育長 

 

 

全委員 

 

下田教育長 

次に会期の決定でありますが、付議事項等勘案致しまして、本日１日限りとしたいと思

いますが、異議ありませんか。 

 

… 委員一同異議なし … 

 

異議なしと認め、本日 1日限りといたします。 

下田教育長 それでは、諸報告に入ります。私の方から報告をさせていただきます（教育長から令和

５年８月豊後大野市教育委員会定例会資料から[単元]について報告） 

下田教育長 それでは、各課の報告を致します。次長、お願いします。 



－ 3 － 

 

 

６ 付議事項等 

○議事案件 

議案第４４号 豊後大野市内遺跡調査指導委員の委嘱について 

後藤教育次長 

 

 

 

 

 

 

下田教育長 

 

江嶋真朋子委員 

 

 

 

岡部社会教育課長 

 

 

 

江嶋真朋子委員 

 

下田教育長 

 

全委員 

 

下田教育長 

（令和５年８月豊後大野市教育委員会定例会資料により報告する） 

続いて、学校教育課長が資料を基に報告。 

続いて、学校給食共同調理場長が資料を基に報告。 

続いて、社会教育課長が資料を基に報告。(含：図書館) 

続いて、資料館長が資料を基に報告。 

(公民館については、資料書面での報告。) 

 

ご質問ございますか。 

 

韓国との国際交流の様子をケーブルテレビで拝見したのですが、映っているのが女子

生徒ばかりでした。韓国からも、豊後大野市からも、両方とも女子生徒だけだったので

すか。 

 

市で募集をかけた時点で、女子生徒ばかりでしたので、韓国の方もホームステイする

関係上女子生徒同士での対応となりました。男子生徒にも希望してほしいと思うので

すが。 

 

そうですね。ただ、女子生徒の活躍が素晴らしなと思いました。以上です。 

 

他にございませんか。 

 

… 委員一同質問なし … 

 

諸報告について、終了致します。 

下田教育長 

 

後藤教育次長 

 

 

 

 

高野資料館長 

 

下田教育長 

 

議案第４４号豊後大野市内遺跡調査指導委員の委嘱についてお願いいたします。 

 

豊後大野市内遺跡事業における主要遺跡調査の遂行により専門的な指導を仰ぐた

め、県内外の考古学研究者及び行政指導者に委員として別紙のとおり委嘱いたした

いので、豊後大野市教育委員会事務委任規則第２条第７号の規定に基づき、教育委

員会のご承認を求めるものであります。 

 

（令和５年８月豊後大野市教育委員会定例会別紙資料で説明) 

 

ご質問ございますか。 
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７ その他 

① 補正予算について 

② 中体連新人大会の日程について 

③ 体育大会の日程確認について 

④ 学校訪問について 

⑤ 給食費の滞納状況について 

全委員 

 

下田教育長 

 

 

全委員 

 

下田教育長 

… 委員一同異議なし … 

 

それでは、議案第 44 号について採決をしたいと思います。原案の通り決定してよろし

いでしょうか。 

 

… 委員一同異議なし … 

 

異議なしと認め、議案第 44号について、原案の通り決定します。 

下田教育長 

 

日浦学校教育課長 

 

 

下田教育長 

 

 

 

日浦学校教育課長 

 

 

下田教育長 

 

全委員 

 

下田教育長 

 

日浦学校教育課長 

 

 

下田教育長 

 

 

日浦学校教育課長 

それでは、その他の①、補正予算についてお願いします。 

 

（別紙「令和５年８月豊後大野市教育委員会定例会その他別紙資料」で「体育館照明

をＬＥＤに取り替える工事費」について説明) 

 

まず、ご意見・ご質問をどうぞ。 

最終令和７年度までの年次計画なのですから、今年度は、取り替える体育館を１つ来

年度にまわして、補正予算にあげなくても良かったのではないですか。 

 

現行の照明の電球交換が急務で、来年度まで待てない体育館があるために、本年度

の実施としています。 

 

わかりました。他にご質問よろしいですか。 

 

… 委員一同質問･意見なし … 

 

それでは、幼稚園一般管理事業について、お願いします。 

 

（別紙「令和５年８月豊後大野市教育委員会定例会その他別紙資料」で「子育てのた

めの施設等利用給付金（扶助費）」について説明) 

 

ご質問ございますか。 

この他市幼稚園への入園児数の１名増は、４月当初からですか。 

 

そうです。昨年度までの入園者の把握はできていますが、新たに入園された方は、他
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下田教育長 

 

 

全委員 

 

下田教育長 

 

赤嶺学校給食共同調理場長 

 

 

下田教育長 

 

 

赤嶺学校給食共同調理場長 

 

 

 

下田教育長 

 

 

赤嶺学校給食共同調理場長 

 

下田教育長 

 

全員 

 

下田教育長 

 

岡部社会教育課長 

 

 

 

下田教育長 

 

全員 

 

下田教育長 

 

市からの報告を受けての対応となりますので、この時期での補正予算対応となります。 

 

わかりました。 

他にご質問よろしいですか。 

 

… 委員一同質問･意見なし … 

 

それでは、調理機器更新設置事業について、お願いします。 

 

（別紙「令和５年８月豊後大野市教育委員会定例会その他別紙資料」で「調理機器更

新設置のための債務負担行為」について説明) 

 

ご質問ございますか。 

これは、どうして今の時期の補正なのですか。 

 

来年度の夏休みに調理機器を入れ換えるためには、予算計上から注文・製造･設置

にかかる時間を逆算して考えると、来年度計上では間に合いませんので、債務負担

行為として、今年度９月時点での補正が必要になります。 

 

わかりました。ところで、学校給食共同調理場の見学、特に調理器具等の見学は可能

ですか。 

 

通常時は、検便等が必要になりますので、学校が長期休業中であれば可能です。 

 

計画してみてください。よろしくお願い致します。他にご質問ございますか。 

 

… 委員一同質問･意見なし … 

 

それでは、公民館施設管理事業について、お願いします。 

 

（別紙「令和５年８月豊後大野市教育委員会定例会その他別紙資料」で「公民館建築

物定期報告書作成に業務に伴う委託料」と「旧仮説隣保館解体後の跡地の駐車場整

備に伴う工事費」について説明) 

 

ご質問ございますか。 

 

… 委員一同質問･意見なし … 

 

それでは、図書館運営事業についてお願いします。 
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岡部社会教育課長 

 

 

下田教育長 

 

岡部社会教育課長 

 

 

 

下田教育長 

 

全委員 

 

下田教育長 

 

岡部社会教育課長 

 

 

下田教育長 

 

 

岡部社会教育課長 

 

 

下田教育長 

 

 

 

岡部社会教育課長 

 

 

 

下田教育長 

 

岡部社会教育課長 

 

 

 

 

 

（別紙「令和５年８月豊後大野市教育委員会定例会その他別紙資料」で「図書館建築

物定期報告書作成事業に伴う委託料」について説明) 

 

なぜ、来年度は通常の予算計上なのに、今年度は補正予算を組むのですか。 

 

今回の対象の中に、３年に１回対象となる施設があり、４月以降に県の方から連絡があ

って把握しましたので、９月補正となりました。来年度からは、防火･防炎設備は毎年の

点検が必要となりましたので、毎年、通常の予算計上を致します。 

 

わかりました。他に質問はございますか。 

 

… 委員一同質問･意見なし … 

 

それでは、続いてスポーツ施設管理事業をよろしくお願い致します。 

 

（別紙「令和５年８月豊後大野市教育委員会定例会その他別紙資料」で「ネーミングラ

イツ表示看板設置工事負担金」について説明) 

 

ご質問ございますか。 

看板の取り扱い規則はできていますか。 

 

看板は、大分県広告条例に基づいて設置していくようになりますので、市の方での規

程は定めていません。 

 

例えば、看板が自然災害など何らかの理由で破損した場合、市と命名権者のどちらが

修理することになるのですか。そういった細かいところは、内規としてでも明記しておい

た方が良いのではないですか。 

 

看板を立てた時に、「公に寄贈する」ということになっています。したがって、行政の財

産として管理しますので、市の方で修理することになります。また、細かいところについ

ては、契約の中で謳っております。 

 

わかりました。看板の設置場所等は、教育委員さんに伝えていますか。 

 

いいえ、つい先般、恵藤建設さんと場所等の打ち合わせをしましたので、本日のお知

らせとなりました。資料の７Ｐに「フレッシュランド恵藤建設」など変更された名称を載せ

ています。また、資料の８Ｐには、設置場所と看板の形状を載せています。基礎部分

が行政の負担となり、今回の予算計上の対象となりました。名称のつく上部は、はめ込

み式で、命名権者の負担となります。名前の使用は１０月１日からとなります。 
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下田教育長  

 

 

全委員 

 

下田教育長 

 

全委員 

 

下田教育長 

 

日浦学校教育課長 

 

 

下田教育長 

 

江嶋真朋子委員 

 

妻城久子委員 

 

三浦絵里奈委員 

 

下田教育長 

 

 

 

日浦学校教育課長 

 

下田教育長 

 

 

全委員 

 

下田教育長 

 

日浦学校教育課長 

下田教育長 

 

三浦絵里奈委員 

 

私たちも、10月１日からは、名称をまちがえずに、積極的にきちんと使ってＰＲしていき

ましょう。他にご質問ございますか。 

 

… 委員一同質問･意見なし … 

 

それでは、補正予算について全体で何かございますか。 

 

… 委員一同質問･意見なし … 

 

それでは、その他の②、中体連新人大会の日程について、お願いします。 

 

（別紙「令和５年８月豊後大野市教育委員会定例会その他資料」で説明) 

ご都合がつく教育委員さんには、ご参加をよろしくお願い致します。 

 

翌２８日が定例会ですので、都合がつく方で結構です。よろしくお願い致します。 

 

大野中学校の剣道をお願いします。 

 

フレッシュランドの卓球をお願いします。 

 

サンスポーツランドの男子テニスをお願いします。 

 

よろしくお願いいたします。野球･バレーボール･バスケットについては、事務局員で対

応してください。それでは、その他の③、体育大会の日程確認についてお願いしま

す。 

 

（別紙「令和５年８月豊後大野市教育委員会定例会その他資料」で説明) 

 

詳しい案内については、各委員さんに知らせてください。委員さんよろしくお願い致し

ます。 

 

… 委員一同同意 … 

 

よろしくお願いいたします。それでは、その他の④、学校訪問についてお願いします。 

 

（別紙「令和５年８月豊後大野市教育委員会定例会その他資料」で説明) 

ご都合は如何でしょうか。 

 

10月６日の午後は、都合がつきません。 
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下田教育長 

 

全委員 

 

下田教育長 

 

 

 

赤嶺学校給食共同調理場長 

 

下田教育長 

 

 

赤嶺学校給食共同調理場長 

 

 

渡部稔委員 

 

 

 

 

江嶋真朋子委員 

 

赤嶺学校給食共同調理場長 

 

江嶋真朋子委員 

 

 

赤嶺学校給食共同調理場長 

 

江嶋真朋子委員 

 

赤嶺学校給食共同調理場長 

 

 

江嶋真朋子委員 

 

 

赤嶺学校給食共同調理場長 

 

他の方はよろしいでしょうか。 

 

… 委員一同同意 … 

 

よろしくお願いいたします。また、授業参観でも職員名等はわかりますので、全学校職

員が集まっての自己紹介はしないようにしましょう。それでは、その他の⑤、給食費の

滞納状況についてお願いします。 

 

（別紙「令和５年８月豊後大野市教育委員会定例会その他資料」で説明) 

 

如何でしょうか。一時期、給食費未納の割合は改善されていたのですが、また、増加

の傾向にあります。令和３年度はどうして急に増えているのでしょうか。 

 

はっきりとした原因は把握していませんが、コロナ禍につき、個別訪問での請求が控え

られたという状況はありました。 

 

１月25人平均で滞納があるということですね。督促状だけでなく、直接滞納の理由を聞

かないと、わからないと思います。経済状況が苦しい家庭もあるでしょうし、給食をカット

するわけにはいきません。納めたくても納められないなど、きっと何かの理由があると思

います。何か良い方法はないものかと思います。 

 

給食費は引き落としかと思っていたのですが、振り込みの方もあるのですね。 

 

そうです。全員が口座引き落としではないです｡ 

 

２年度から３年度は、どういう増え方をしているのでしょうか。未納者の数が増えている

訳ではないのですね。状況がわかりづらいのですが。 

 

３年度も未納者が少し増えているということになります。 

 

これまで、振り込みをしていた人が、振り込みができなくなったということですか。 

 

振り込みの人だけが滞納というわけではありません。口座の方も全員が引き落とせるわ

けでもありません。残高不足で口座から落ちない場合もあります。 

 

昨年は払っていたのに、今年は払っていないという人に連絡とかとってみたりされてい

たのですか。 

 

督促では、お知らせします。督促状が行けば督促料が100円つくのですが、同封の振

込用紙で支払うことができます。払いたくても払えない場合でも、払える時になったらそ



－ 9 － 

 

 

 

 

江嶋真朋子委員 

 

妻城久子委員 

 

 

赤嶺学校給食共同調理場長 

 

 

 

下田教育長 

 

 

 

 

三浦絵里奈委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下田教育長 

 

赤嶺学校給食共同調理場長 

 

 

 

下田教育長 

 

 

 

 

 

 

の用紙を使って振り込むことができます。ただ、まとめて支払うのが難しくなる場合もあ

るかもしれませんが。 

 

ありがとうございます。 

 

督促状を送った後にどれくらいの回収率があるのですか。督促状が送られてきたから

振り込みましたという方がどれくらいあるのでしょうか。結果が出ているのでしょうか。 

 

督促状は、毎月200通前後くらい出します。ただ、未納金は、一世帯が1人分とは限ら

ず、一世帯が複数の子ども分であったり、何月分もあったりしています。最終的には収

納率が約97％になりますが、その残り３％は、未納になっています。 

 

うっかり口座に入れ損ない、督促状が来て慌てて納める等、督促状の効果はあるとい

うことですね。このことも大事な資料ですので、もし把握できるのであれば、ここ１年ぐら

い遡って、督促状に対して反応のあった数値を出してみてくれませんか。効果があるこ

とがはっきりすれば、督促状を活用して取り組んでいけるということになると思います。 

 

もちろん、100万円を使ったら100万円払わなければならないということが大前提のこと

だと思います。しかし、未納となっている３％の家庭の中に、本当に払えない家庭がど

れだけあるのか、どういう状況で払えないのかということは、本当に調べた方が良いの

かなと思います。それは、取り締まるという視点だけではなく、本当に食べることができ

ない、そういう子どもがいるということに、着目して救っていかなければならないと思いま

す。また、逆に悪質な場合、その人たちの心をどう動かしていくのかということが大切と

思います。悪質で、何ヶ月も未納するところにはどうしているのですか。会社だったら、

払わなくて良いよということにはなりません。完全にＮＧです。そこがどうなっているの

か、毎回疑問に思います。 

 

まず、実態把握については、今後どうする予定になっているのでしょうか。 

 

過去の子どもたちは難しいのですが、今登校している子どもたちについては、各学校

長にどういった家庭状況なのか、学校が把握している範囲の情報提供をお願いして行

こうということにしています。 

 

まず、実態把握を行って、傾向をつかまなければならないというのが前提です。学校

教育課長、学校教育課も調査に入ってください。９月中に、資料を準備してください。

また、次長、督促状だけではなくて、その後行ってきた法的な対応について、これまで

行ってきたことやできることの範囲について、法的根拠も併せてまとめておいてくださ

い。給食費は税金とはちがうので、基本的に私債権として法的に訴えて支払いを求め

ていくというのは、２年ぐらいを前提にしているということです。現状では、教育的な背景

の中で、裁判に訴えていくなどということや税金みたいに差し押さえということもしてい
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ません。あくまでも、お願いしかありません。もし、毎日食べる前に、支払いをしてもらえ

ば問題は起こらないのでしょうが、教育現場では無理なことです。今後きちんと収納し

てもらうためにどうするのかという議論をしていかなければなりません。まずは、実態把

握と教育的配慮の中で法的に取れるギリギリの線を９月中に調べ直すということで、10

月定例会には方針として再提案し、教育委員会で決定をしていただききたいと考えて

います。 

 

未納世帯の３％の方が、どなたかということは、把握されているのですか。もし、以前審

査していた就学援助費の対象になる認定基準にギリギリ達していない方々がそこに入

っているとすれば、給食という形で支援できないのかなと思いました。 

 

それも実態調査すればわかってきます。就学援助費の申請をして対象にならなかった

人が未納者の中にどれくらいいるのかも調査の対象にしてください。学校教育課全体

で調査に取り組んでください。 

 

本当に食べることが難しい家庭は、子どもたちが給食だけで補っていると思います。そ

ういう子どもたちが夏休みにどういう生活をしていたのかと心配します。３％の未納家庭

の中には、給食を当てにしていた子どもたちもいると思うので、その子どもたちをサポ

ートしてあげたいと思います。大変デリケートなところで、悪質な未納者もあるとは思う

のですが、その困っている部分については、調査をしても良いのではと思います。 

 

今、学校教育課でもヤングケアラーの問題と併せ、力を入れているところであります。

今言われた就学援助費の対象にならなくて給食費の納入が困難な家庭については、

現時点での学校での子どもの様子や教材費の購入状況・学級費の未納状況等の調

査の中で、悪質なのか、そうではないのか、実態把握をしていきたいと思います。 

 

これは、個人情報等の守秘義務を徹底した実態調査が必要です。その点をきちんと

踏まえて、各学校の校長と情報を共有して9月早々に調査してください。かなりの額の

滞納がありますので、教育委員会として問題をきちんと把握した上で今後の方向を定

めて取り組んでいきたいと思います。また教育委員さん方のお知恵をお貸しください。

ただ、10年前以前のものについては、実質的には回収が困難です。回収不能の場合

は、どういった処理になりますか。 

 

不納欠損という措置があります。市役所内には、他にも未納の債権がございますの

で、それに関連した連絡会や協議会と連携した教育委員会だけではない総体的な判

断が必要になってきます。 

 

次長、この件については、教育委員会の方向が決まった時点で、理事会で不納欠損

についてどこまでの対応ができるのか、諮っていきましょう。平成15年度の未納は、20

年経過しています。対象家庭の子どもたちも成人しています。本人に請求する等という



－ 11 － 

 

 

 

赤嶺学校給食共同調理場長 

 

 

 

江嶋真朋子委員 

 

 

 

下田教育長 

 

 

 

 

赤嶺学校給食共同調理場長 

 

 

 

下田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

江嶋真朋子委員 

 

日浦学校教育課長 

 

 

 

妻城久子委員 

 

 

日浦学校教育課長 
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ことができるのですか。難しいのではないでしょうか。 

 

保護者ではなく、本人に請求するというのは難しいです。督促状自体は、1回しか出し

ませんが、毎年、該当家庭の保護者宛に、累積の未納金納入のお知らせを送ってい

ます。今年度、平成22年度の未納者からの納入がありました。 

 

毎年、未納のお知らせが該当者に届けられているのですね。届いているけど、支払い

がないということですか。みなさんに届いているのでしょうか。住所が変わっている方と

かは、いらっしゃらないのですか。 

 

そうです。なかなか反応を示していただけないです。住所が変わって、返信されてくる

ところもあります。請求書配布世帯数は、20年間の累積で約270世帯です。今年度４月

から７月の未納世帯数の合計は、すでに99世帯ということですから、かなり増加傾向に

あるのではないでしょうか。実際に苦しくなっているのではないでしょうか。 

 

今年度の分は、このままでは推移しないと思います。年度後半になれば、未納世帯数

は少し減ってくると思います。コロナ禍の補助金で給食費の無償期間があったことも影

響しているのかもしれません。 

 

今までで未納世帯数が一番多かった昨年度のトータルが66世帯です。やはり多いよう

な気がします。場長や課長補佐の言われる原因も含めて、実態把握が必要です。先

ほどから委員さんたちが言われるように、生活が苦しい世帯が増えているのかもしれま

せん。今度、千歳町の子ども食堂に通う希望者数は、約80名です。基本的には、朝食

が食べられない子どもたちのためにということなのですが、友だちと一緒に人間関係形

成能力やコミュニケーション能力を高めるために朝食の時間や空間を共有するという

意味合いもあります。 

 

どちらが運営されていますか。 

 

基本的な運営は子育て支援課です。ボランティアの方が運営、食材はパンや牛乳な

どをグリーンコープから提供してもらっています。かじか等にも提供してもらっていま

す。場所は、千歳公民館で週に１回、無償での提供です。 

 

調理するのではなくて、作られたものをグリーンコープとのタイアップで、無償で提供し

ていただいているということですね。 

 

グリーンコープの事業として実施してもらっています。 

 

今度、日本財団が、1400万円の補助金で子ども食堂を含めた事業をやりたいという話

ですので、子どもの貧困の問題に関する子どもへの支援は全国的に広がっているの
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下田教育長 

 

だと思います。そう考えると、給食費の滞納の問題も、回収のことだけでなく、先ほどか

ら指摘を受けている家庭の経済的な困りについて、喫緊の問題として見つめ直す必要

があります。給食費の問題で子どもたちが学校に来られなくなるとかいうような状況は、

絶対に作ってはなりません。給食費のことなど気にしなくて良いよという学校でなけれ

ばなりません。 

 

給食が楽しみで学校に来ている子もいるかもしれません。 

 

空腹のために、給食を楽しみに学校に来ているというのでは、かわいそうです。 

 

できるだけ迅速かつ慎重に実態調査に努めます。 

 

とても重要な問題提起ができました。今後とも方向性を議論していきましょう。よろしく

お願い致します。 

下田教育長 

 

後藤教育次長 

 

 

 

 

下田教育長 

 

全委員 

 

下田教育長 

 

全委員 

それでは、今後の定例会の日程調整についてお願いします。 

 

９月の定例会につきましては、９月28日木曜日の午前９時から開催いたします。また、

１０月定例会につきましては、10月25日水曜日の午前９時から計画しています。よろし

くお願いいたします。その他の行事については、別紙のカレンダーにより確認をお願

いします。以上、提案をします。 

 

よろしいでしょうか。 

 

… 委員一同同意 … 

 

よろしくお願いします。その他ございますか。 

 

… 委員一同意見なし … 

下田教育長 

 

ありがとうございました。それでは、本日の日程全て終了致しました。以上をもちまし

て、令和５年８月定例会を閉会いたします。           (午前10時50分閉会) 


